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令和４年度 南風原町一般会計及び特別会計等の上半期執行状況令和４年度 南風原町一般会計及び特別会計等の上半期執行状況

　地方自治法第 243 条の３第１項及び南風原町財政事情書の作成及び公表に関する条例に基づき、令和４年
度上半期（令和４年９月３０日現在）の執行状況を公表します。

一般会計予算執行状況

特別会計予算執行状況

下水道事業会計(公共＋農排）

項　目

43億3,269万円
42億8,592万円
25億2,570万円
25億3,414万円
8億4,529万円
5億7,647万円
21億6,739万円
172億6,760万円

収入済額予算現額
構成比 収入率

【主な収入】

収入合計

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

人　口
世　帯

40,531 人
16,372 世帯

19,911 人
20,620 人

男
女

令和 4年 9月 30 日現在

南風原町告示　第 108 号

　令和４年 10月 20 日
　南風原町長　　赤嶺  正之

町 税
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
地 方 交 付 税
地方消費税交付金
諸 収 入
そ の 他

24.9%
24.6%
14.5%
14.5%
4.9%
4.2%
12.4%
100.0%

25億776万円
9億2,848万円
1億6,294万円
19億495万円
4億9,545万円
3億8,266万円
10億8,271万円
74億6,495万円

57.9%
21.7%
6.5%
75.2%
58.6%
66.4%
50.0%
42.9%

項　目

42億3,019万円
7億1,494万円
3億3,853万円
52億8,366万円

18億846万円
3億8,017万円
1億4,838万円
23億3,701万円

19億5,333万円
1億9,230万円
1億2,608万円
22億7,171万円

収入済額予算現額 収入率
支出済額

執行率

合　計

42.8%
53.2%
43.8%
44.2%

6億303万円
5億4,350万円
2億9,740万円
4億6,017万円

2億8,253万円
9,959万円
2,649万円

1億1,651万円

46.9%
18.3%
8.9%
25.3%

46.2%
26.9%
37.2%
43.0%

項　目

83億1,905万円
26億2,656万円
15億6,702万円
14億2,059万円
10億7,699万円
10億2,624万円
12億3,115万円
172億6,760万円

歳出済額予算現額
構成比 執行率

【主な支出】

支出合計

民 生 費
教 育 費
総 務 費
衛 生 費
公 債 費
土 木 費
そ の 他

48.2%
15.2%
9.1%
8.2%
6.2%
6.0%
7.1%

100.0%

36億1,345万円
7億3,534万円
5億8,677万円
5億146万円
5億3,704万円
5億4,058万円
6億9,044万円
72億508万円

43.4%
28.0%
37.4%
35.3%
49.9%
52.7%
56.1%
41.7%

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
土地区画整理事業特別会計
後期高齢者医療特別会計

区　分 予算現額 収入・支出済額 執行率 569,419㎡
85,544㎡

24億1,116万円

土　地
建　物
基　金

公有財産の状況

町民一人あたり

町債の現在高
144億2,879万円

36万円

31億円
一時借入金及び繰替運用状況  

お し ら せ 「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。
南風原町役場　☎098-889-4415（代表）　〒901-1195 南風原町字兼城686

▶乳児一般健診 日程：1月21日（土曜）
時間：8時40分～10時30分

▶1歳6か月児健診 日程：1月12日（木曜）
時間：13時～14時30分

▶2 歳 児 健 診 日程：1月5日（木曜）
時間：13時～14時30分

▶3 歳 児 健 診 日程：1月26日（木曜）
時間：13時～14時30分

▶7 か 月児相談 日程：1月11日（水曜）
時間：13時～14時30分

以下の日程で健診・相談会を行います。対象者へ
は個別通知をお送りしています。以前通知を受
け、以下の日程での受診をご希望の方は電話予約
をお願いします。詳しくは町ホームページをご確
認ください。

南風原町では小、中学校に通うお子さんが、楽し
く安心して就学できるよう経済的にお困りのご
家庭に学用品費や給食費、修学旅行費など費用の
一部を援助する制度を設けています。
詳しくは学校教育課までお問い合わせください。

乳幼児健診・相談会

▶期　間
▶申込み
▶書　類

１月４日(水曜)～18日(水曜)
各放課後児童クラブへ直接申込み
各放課後児童クラブ・役場こども課で
配布中

【問】 国保年金課（ちむぐくる館）　☎889-7381

放課後児童クラブ（学童クラブ）新規入所案内
【問】 こども課　☎889-7028

就学援助制度のお知らせ
【問】 学校教育課　☎889-6181

後見人等が必要だが身寄りのない方、親族と音信不通の状況などに
ある方に対して、南風原町では成年後見制度利用支援事業を行って
います。将来に関する不安や、制度に関する相談がありましたら、保
健福祉課までご相談ください。
成年後見制度
認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が十分でない方の 権利を
法的に守る制度です。家庭裁判所が選任した後見人などが本人の意志を尊
重し、法律面や生活面でその人を守り、安心して暮らせるようにサポート
します。
　 後見人の役割
財産管理や福祉サービスの利用、入院や施設などの契約をお手伝いします。
　 成年後見制度の申立ができる人
本人、配偶者、四親等以内の親族が家庭裁判所で申立（手続き）を行う事が
できます。

成年後見人
【問】 保健福祉課　地域包括支援センター　☎889-3534
【問】 保健福祉課　障がい者福祉班　　　　☎889-4416

町立幼稚園２次募集
【問】 こども課　☎889-7028

ホームページは
こちら※町ホームページからもダウンロード出来ます

▶期　間
▶対　象

▶対　象

▶申込み

２月１日（水曜）～10日（金曜）
４歳児クラス（平成30年４月２日生～平成31年４月１日生）
５歳児クラス（平成29年４月２日生～平成30年４月１日生）

注意
○１次募集後の空き枠に対し2次募集を行います。申込数が各園の定員を超
える場合は抽選となり、外れた場合は校区外の園へのご案内となります。
詳細について町ホームページでご確認いただけます。
○認可保育園との併願は出来ません。
○２次募集後は空き状況に応じて順次受付します。

役場４階　学校教育課へ書類提出

①現在、生活保護を受けている世帯
②前年度または当該年度において、生活保護を停止
又は廃止された世帯
③市町村民税の課税を受けていない世帯
④児童扶養手当を受給している世帯
⑤世帯の収入が南風原町の基準額未満の世帯

※予算現額の構成比上位を抜粋しています。


